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今
般
、
運
転
四
十
年
超
の
再
稼
働
と
な
っ
た
高
浜
原
子
力
発
電
所
の
住
民
避
難
計
画
を
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
地
域
原

子
力
防
災
協
議
会
・
作
業
部
会
・
各
地
域
の
緊
急
時
対
応
等
」
の
「
高
浜
地
域
の
緊
急
時
対
応
」
及
び
「
舞
鶴
市
原
子
力
災
害

住
民
避
難
計
画
」
に
よ
り
確
認
し
た
。 

 

そ
の
内
容
は
、
Ｐ
Ａ
Ｚ
（
原
発
か
ら
概
ね
半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
）
に
つ
い
て
は
避
難
人
数
と
そ
の
移
動
手
段
の
内

訳
、
輸
送
能
力
、
避
難
経
路
、
避
難
先
施
設
等
に
つ
い
て
、
一
定
の
詳
細
な
計
画
が
示
さ
れ
て
あ
り
評
価
で
き
る
一
方
、
Ｕ
Ｐ

Ｚ
（
原
発
か
ら
概
ね
半
径
五
～
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
）
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ａ
Ｚ
ほ
ど
の
具
体
性
が
な
く
、
概
略
に
留
ま
っ
て

い
る
。 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
「
高
浜
原
発
の
再
稼
働
に
関
す
る
調
査
」
（
二
〇
一
五
年
十
月
）
で
は
、
「
あ
な
た
が
住
ん
で

い
る
自
治
体
の
避
難
計
画
で
、
住
民
は
安
全
に
避
難
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
」
「
「
段
階
的
避
難
」
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る

住
民
は
計
画
通
り
に
避
難
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
」
の
問
い
に
、
「
あ
ま
り
で
き
な
い
と
思
う
」
「
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
思

う
」
と
の
回
答
が
、
そ
れ
ぞ
れ
過
半
数
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
否
定
的
な
評
価
に
は
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
上
記
の

具
体
性
の
な
い
計
画
に
起
因
す
る
点
も
大
き
い
と
考
え
る
。
上
記
計
画
は
こ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調
査
の
後
も
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、



 

２ 

 

こ
の
観
点
か
ら
は
見
直
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

災
害
時
に
は
情
報
伝
達
の
障
害
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
避
難
方
法
は
災
害
が
発
生
し
て
か
ら
伝
達
さ
れ
る

の
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
事
前
に
具
体
的
な
行
動
計
画
を
策
定
し
共
有
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
「
原
子
力
災
害
対
策
指

針
」
に
も
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
を
含
む
原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域
内
に
お
い
て
平
時
か
ら
実
施
し
て
お
く
べ
き
対
策
と
し
て
、
住
民
等

へ
の
対
策
の
周
知
、
屋
内
退
避
・
避
難
等
の
方
法
や
、
避
難
経
路
及
び
場
所
等
の
明
示
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。 

一 

国
は
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
に
つ
い
て
も
下
記
１
な
い
し
５
の
よ
う
な
避
難
人
数
と
そ
の
移
動
手
段
の
内
訳
、
輸
送
能
力
、
避
難
経

路
、
避
難
先
施
設
等
、
具
体
的
な
避
難
計
画
を
計
画
し
、
各
自
治
体
の
避
難
計
画
に
も
同
様
の
具
体
的
な
計
画
を
盛
り
込
む

よ
う
促
進
・
支
援
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
後
そ
の
よ
う
な
促
進
・
支
援
等
を
す
る
予
定
は
あ
る
の
か
。
も
し
、

Ｕ
Ｐ
Ｚ
に
つ
い
て
は
今
後
も
避
難
計
画
の
具
体
化
を
す
る
予
定
も
な
い
と
す
る
と
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ
に
お
け
る
避
難
計
画
に
つ
い
て

は
各
自
治
体
も
し
く
は
住
民
一
人
一
人
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
政
府
の
立
場
と
考
え
て

よ
い
か
。 

 

１ 

避
難
方
法
に
つ
い
て
、
地
区
（
小
学
校
区
な
ど
）
別
に
、
避
難
人
数
と
そ
の
移
動
手
段
（
自
家
用
車
か
バ
ス
か
等
）
の

内
訳
を
明
示
す
る
こ
と 



 

３ 

 

 
２ 

避
難
に
関
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
る
、
自
家
用
車
の
地
域
で
の
乗
り
合
わ
せ
を
計
画
化
す
る
こ
と 

 

３ 
輸
送
能
力
に
つ
い
て
、
地
区
別
に
、
バ
ス
会
社
別
の
確
保
方
法
や
、
避
難
中
継
所
へ
何
度
ピ
ス
ト
ン
輸
送
を
す
る
の
か

等
を
明
示
す
る
こ
と 

 

４ 

避
難
経
路
に
つ
い
て
、
自
家
用
車
で
の
避
難
を
住
民
に
依
頼
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
区
別
に
、
ど
の
経
路
を
取
る
か

を
明
示
し
、
併
せ
て
想
定
さ
れ
る
渋
滞
状
況
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
公
開
す
る
こ
と 

 

５ 

避
難
先
施
設
に
つ
い
て
、
地
区
別
に
明
示
す
る
こ
と 

 

右
質
問
す
る
。 


